
 

   令和６年度南陽市移住支援金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の

解消に資するため、山形県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業

及び起業支援事業実施要領（以下「県実施要領」という。）に規定する移住支援事業の

実施に基づき、市長が予算の範囲内で交付する移住支援金について、南陽市補助金等の

交付並びに適正化に関する規則（昭和４２年規則第３６号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （交付対象者） 

第２条 交付対象者は、県実施要領第５の１移住支援事業（１）移住支援金の支給に定め

る要件を満たす者とする。この場合において、当該要件中「転入先の市町村」及び「市

町村」とあるのは「本市」と読み替えるものとする。 

 （移住支援金の額） 

第３条 移住支援金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。この場合において、１８歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、１８歳未満

の者１人につき１００万円を加算するものとする。 

 (1) ２人以上の世帯 １００万円 

 (2) 単身の世帯 ６０万円 

 （交付の申請） 

第４条 移住支援金の交付を申請しようとする者は、令和６年度南陽市移住支援金交付申

請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 別表に掲げる証明書類等 

 (2) その他市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等に

より、当該申請に係る移住支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決

定し、令和６年度南陽市移住支援金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知

するものとする。 

２ 市長は、前項の審査等により、当該申請に係る移住支援金を交付することを不適当と

認めるとき、又は予算上の理由等により当該年度において移住支援金を交付することが

できないときは、令和６年度南陽市移住支援金交付申請却下通知書（様式第３号）によ

り申請者に通知するものとする。 

 （報告及び立入調査） 



第６条 市長は、移住支援事業の実施状況等を確認するため、必要があるときは、移住支

援金の交付を受けた者に対し、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることが

できる。 

 （返還請求） 

第７条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、

それぞれ当該各号に定める移住支援金の額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、

災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでな

い。 

 (1) 虚偽の申請等をした場合 全額 

 (2) 移住支援金の申請日から３年未満に本市から転出した場合 全額 

 (3) 移住支援金の申請日から１年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全

額 

 (4) 県実施要領に基づく交付決定を取り消された場合 全額 

 (5) 移住支援金の申請日から３年以上５年以内に本市から転出した場合 半額 

 (6) その他市長が返還の必要があると認めた場合 市長が別に定める額 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

      附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 



別表 

区分 証明書類等 

申請者全員が提出を必要とする書

類 

(1) 写真付き身分証明書（提示により本人確認できる書類） 

(2) 移住元の住民票の除票の写し（移住元での在住地及び在

住期間を確認できる書類） 

(3) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカード

の写し（確実に振込可能となる情報（金融機関名、支店名、

口座種別、口座番号、店番号及び口座名義人）が確認できる

ものに限る。） 

移住支援金（就業の場合）申請者

のみ提出を必要とする書類 

就業先企業等の就業証明書（様式第４号）等（雇用形態、応

募日等を確認できる書類） 

移住支援金（テレワークの場合）

申請者のみ提出を必要とする書類 

所属先企業等の就業証明書（様式第５号）等（テレワークに

より勤務していることを確認できる書類） 

移住支援金（テレワークの場合）

申請者である法人経営者及び個人

事業主のみが提出が必要な書類 

(1) 業務の取引に係る業務委託契約書や注文書（発注書）、

注文請書（受注書）の写し等（移住前から移住後（申請時点）

にかけて業務を受注していることが確認できる書類） 

(2) 法人経営者：履歴事項全部証明書（発行後３ヵ月以内の

もの）の写し等（移住前に開業し移住元で行っていた業務を

移住後も継続していることを確認できる書類） 

(3) 個人事業主：開業届出済証明書（発行後３ヵ月以内のも

の）の写し、及び、開業・廃業等届出書の控えの写し等（移

住前に開業し移住元で行っていた業務を移住後も継続してい

ることを確認できる書類） 

移住支援金（起業の場合）申請者

のみ提出を必要とする書類 

起業支援金の交付決定通知書 

東京２３区以外の東京圏から東京

２３区に通勤していた者のみ提出

を必要とする書類 

(1) 東京２３区で勤務していた企業等の就業証明書（移住元

での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったこと

を確認できる書類） 

(2) 東京２３区内の大学等への通学期間を通算する場合は、

当該大学等に在学していたことを証する書類 

東京２３区以外の東京圏から東京

２３区に通勤していた法人経営者

又は個人事業主のみ提出を必要と

する書類 

(1) 開業届出済証明書等（移住元での在勤地を確認できる書

類） 

(2) 個人事業等の納税証明書（移住元での在勤期間を確認で

きる書類） 



２人以上の世帯のみ提出を必要と

する書類 

移住元の住民票の除票の写し（申請者を含む２人以上の世帯

員の移住元での在住地を確認できる書類） 

 


